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知って得する健康保険の基礎知識 88 

 ～ マイナンバーカードは準備済ですか？～ 

現在使用中の「健康保険証」は 2025年 12月 2日以降、使えなくなります。 

今後はマイナンバーカードを活用し、保険証登録を行った「マイナ保険証」による 

医療機関・薬局等での利用が推奨されます。 

以下をご覧いただき、早急に利用登録の手続きをご協力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の秋以降時点でマイナンバーカードを持ってない、又はマイナ保険証の利用登録

がまだの方を対象に 2025 年 11 月目途に発行する予定です。 

12 月 2 日以降はこちらの資格確認書を医療機関利用の際にお使いください。 
掲載期間：2025年８月 3１日 
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